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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成27年6月11日(2015.6.11)

【公開番号】特開2013-226727(P2013-226727A)
【公開日】平成25年11月7日(2013.11.7)
【年通号数】公開・登録公報2013-061
【出願番号】特願2012-100779(P2012-100779)
【国際特許分類】
   Ｂ４１Ｊ   2/175    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｊ    3/04     １０２Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年4月21日(2015.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを噴射する液体噴射ヘッドと、
　前記液体噴射ヘッドを収容する筐体とは別体に構成され、前記インクを貯留するイン
クタンクと、
　前記液体噴射ヘッドと前記インクタンクとを連通する液体チューブと、
　前記筐体の側面から突出し、前記インクタンクの底部を支持する支持部と
、を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置であって、
　前記支持部の底部は、鉛直方向において前記筐体の底部より下側の位置にあることを特
徴とする記録装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の記録装置であって、
　前記支持部の底部は、鉛直方向において前記筐体の底部と同じ位置にあることを特
徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記支持部は、前記側面の奥行き方向に沿って延びる平面を有する台座であることを特
徴とする記録装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記支持部の端部に、鉛直方向上側に突出する突出部が設けられたことを特徴とする記
録装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の記録装置であって、
　前記突出部は、壁部であることを特徴とする記録装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記支持部は、前記筐体と一体で形成されていることを特徴とする記録装置。
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【請求項８】
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記支持部は、前記筐体と別体で形成されていることを特徴とする記録装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記インクタンクは、インクを貯留する貯留容器と前記貯留容器を収容する収容ケース
とを備えたことを特徴とする記録装置。
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